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入札説明書 

公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものと

します。 

入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。この場合において、当

該仕様等に疑義がある場合は、入札公告第５の６（１）に掲げる者の説明を求めることができます。 

 

１ 入札に関する事項 

（１）入札は、奈良県物品・役務電子入札等システム（以下「電子入札システム」という。）を利用して

行います。 

（「奈良県物品・役務電子入札等システムポータルサイト」https://www.pref.nara.jp/26215.htm から

確認できます。） 

（２）電子入札システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がありま

す。 

 

２ 競争入札参加資格確認審査 

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札公告第 2 に示す要件を満たしているかの確認を受け

る必要があります。 

入札公告第３の（カ）で示す期日までに、下記に示す競争入札参加資格確認申請を行うとともに、

（２）の証明する資料を入札公告第５の６（１）で示す場所に提出しなければなりません。（提出書類

に対する確認において書類の再提出を指示された場合等で別途提出期限を定めた場合は、その期限。） 

また、開札日の前日までの間において、奈良県から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それ

に応じなければなりません。 

（１）競争入札参加資格確認申請 

（ア）競争入札参加資格確認申請書を別紙１により作成してください。 

（イ）競争入札参加資格確認申請書は電子入札等システムにより提出してください。  

（２）提出書類 

   以下を証明する資料を提出してください。 

（ア）参加申込書提出時点において、都道府県知事又は保健所設置市については保健所長より「登録衛

生検査所」の許可を受けていること。 

（イ）入札公告日から過去５年以内に、都道府県、指定都市との間に新生児マススクリーニン                   

グ検査業務を受託し、誠実に履行した契約実績を有する者であること。 

＜その他＞ 

・作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とします。 

・提出された申請書等は入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 

・提出された申請書等は返却しません。 

（３）提出方法 

郵送による場合は、書留郵便とし、入札公告第３の（カ）で示す期日までに必着のこと。また、封



筒に「新生児マススクリーニング検査業務委託にかかる入札参加資格申請書類在中」と朱書きしてく

ださい。 

   持参の場合は、入札公告第３の（カ）で示す期日までに入札公告第５の６（１）で示す場所に持参

してください。 

 

３ 入札手続 

（１）電子入札システムによる入札書提出期間 

入札書は入札公告第３の（ク）に示す期間内に提出してください。ただし、奈良県の休日を定める

条例（平成元年３月奈良県条例第３２号）第１条第１項に規定する県の休日（以下、「県の休日」と

いいます。）を除きます。 

（２）入札書の提出について 

ア 入札書は、電子入札等システムにより提出してください。 

イ 入札書は、電子入札等システムにより入札書受付票が発行されたことをもって提出されたもの

とします。 

ウ 提出した入札書は錯誤による取消しの場合を除き、引き換え、変更し、又は取り消すことは 

できません。 

エ 錯誤による入札を行った場合は、所定の別紙２入札書錯誤無効届を入札公告第５の６（１）で示

す場所に入札公告第３の（ケ）の期日までに提出してください。なお、この場合には本案件の入札

には以後参加できません。 

オ 入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額とします。）をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載してください。 

（３）入札金額内訳書の提出を要します。 

入札金額内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合、その他記入（入力）内容に整合性がとれ

ない場合は入札が無効となります。 

電子入札システムに金額入力の際に、別紙３入札金額内訳書を添付してください。自社の見積書

（PDF・Word・Excel いずれかの形式）を入札金額内訳書として提出することができますが、その

際、入札金額内訳書で必須としている項目（「品名」、「数量」、「単価（税抜き）」、「金額（税抜き）」

など）は必ず記載してください。 

（４）再度入札 

再度入札（２回目）の締切日時については、原則として、開札日の１５時以降に設定しますので、

電子入札等システムで発行される「再入札通知書」を必ずご確認の上、電子入札等システムにより、

締切日時までに入札書を提出してください。 

なお、再度入札の締切日時までに入札書の提出を行わなかった者は、再度入札を辞退したものとみ

なします。 

 



４ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。予定価格の範

囲内の価格の入札がない場合は、再度入札（２回目）を行う場合があります。 

（２）入札書に記載された以下の５種類の検査の総価をもって、落札価格とします。 

総価は、検査項目毎（対象疾患は２２疾患。仕様書参照）の単価にそれぞれの予定数量を乗じた価

格の合計とします。 

ただし、単価には奈良県及び採血医療機関に対する送料、封筒代等一切の諸費用を含んだ総額で行

います。 

（ア）タンデムマス法による先天性代謝異常検査（フェニルケトン尿症他、17 対象疾病) 

（イ）ガラクトース血症検査 

（ウ）先天性副腎過形成症検査 

（エ）先天性甲状腺機能低下症検査 

（オ）重症複合免疫不全症（SCID）検査及び脊髄性筋萎縮症（SMA）検査 

（３）落札者となるべき同価格の入札者が 2 者以上ある場合は、「くじ」により決定します。 

（４）再度入札（２回目）の開札で落札者がない時は、再度入札（２回目）で最低価格を提示した者と随

意契約を行う場合があります。 

 

５ 契約書作成の要否等 

（１）落札者は、契約書を作成することを要します。契約書作成に要する費用については落札者による負 

担とします。 

（２）落札者は、奈良県契約規則第１７条第１項の規定に基づき落札の日から遅滞なく契約を締結する

ものとします。 

（３）本件は、電子契約の対象です。電子契約を希望する場合は、落札決定後速やかに別紙４電子契約同

意書兼メールアドレス確認書（様式第 1 号）を入札公告第５の６（１）に記載の提出先に電子メール

で提出してください。なお、本書は Word 形式で提出することとします。 

 

６ 調達手続の停止等 

電子入札等を取りやめる必要があると認められる場合は、この調達手続きについて電子入札システ

ムにより停止等の措置を行うことがあります。その場合、奈良県は、手続きの停止等によって生じた損

害を賠償する責任を負わないものとします。 

 

７ その他 

（１）本件に要する一切の費用は落札者の負担とし、競争価格に含むものとします。 

（２）その他詳細については、仕様書のとおりです。 


